
（
3
）
委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
内
閣
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

3
4

　

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

衆

六
二
、
二
、
一
三

六
二
、
三
、
二
三

　
　
（
予
）

　
六
二
、
三
、
二
六

可
　
　
決

　
六
二
、
三
、
二
七

可
　
　
決

六
二
、
三
、
一
七

六
二
、
三
、
二
四

可
　
　
決

六
二
、
三
、
二
五

可
　
　
決

3
5

　

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　

"

二
、

一

三

二
、
一
三

（
予
）

　
　
五
、
二
一

可
　
　
決

　
　
五
、
二
二

可
　
　
決

二
、
一
三

　
　
五
、
一
四

修
　
　
正

　
　
五
、
一
五

修
　
　
正

7
3

　

昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組

合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案　

　

"

三
、
二
三

三
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
二
五

可
　
　
決

　
　
五
、
二
七

可
　
　
決

　
　
三
、
二
三

大
　
　
蔵

　
　
五
、
二
一

修
　
　
正

　
　
五
、
二
二

修
　
　
正

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）

要
旨

本
案
は
、
現
行
の
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
が
昭
和
六
十
二
年

三
月
三
十
一
日
を
も
つ
て
失
効
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
新
た
な
立

法
措
置
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体

が
行
う
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
つ
い
て
そ
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
事
業
に
係
る
特
別
の
助
成
そ
の
他
国
の
財

政
上
の
特
別
措
置
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ



の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業

　
（
一
）
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
と
は
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置

　
　
法
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
改
善
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
た
対

　
　
象
地
域
に
つ
い
て
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認

　
　
め
ら
れ
る
生
活
環
境
の
改
善
、
産
業
の
振
興
、
職
業
の
安
定
、

　
　
教
育
の
充
実
、
人
権
擁
護
活
動
の
強
化
、
社
会
福
祉
の
増
進
等

　
　
に
関
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ

　
（
二
）
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
協
力
し
て
、
地
域
改
善
対
策
特

　
　
定
事
業
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置

　
（
一
）
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
に
係
る
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
の

　
　
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
予
算
の

　
　
範
囲
内
で
、
三
分
の
二
の
割
合
を
も
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
（
二
）
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
要
す
る
経

　
　
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
債
を
も
つ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
も
の
と
し
、
資
金
事
情
の
許
す
限
り
、
政
府
資
金
を
も

　
　
つ
て
そ
の
全
額
を
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
（
三
）
地
方
公
共
団
体
が
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
要
す
る
経
費

　
　
に
充
て
る
た
め
に
起
こ
し
た
地
方
債
で
自
治
大
臣
が
指
定
し
た

　
　
も
の
に
係
る
元
利
償
還
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
の
額

　
　
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る

　
　
こ
と
。

三
、
有
効
期
間
等

　
（
一
）
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

　
　
和
六
十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
つ
て
失
効
す
る
も
の
と
す
る

　
　
こ
と
。

　
（
二
）
現
行
の
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
失
効
に
伴
い
必
要
な

　
　
経
過
措
置
等
を
設
け
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る

国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
現
行
の
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
が
本
年
三
月

三
十
一
日
を
も
つ
て
失
効
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
今
後
と
も
必
要

な
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
地
域
改
善
対
策
に
関
す
る
最
終
の
特
別



法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
内
容
は
、
地
域
改
善
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
た
対
象
地
域
に

つ
い
て
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域

改
善
対
策
特
定
事
業
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
、
国
及
び
地
方
公

共
団
体
は
、
こ
れ
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
現
行
法
と
同
様
に
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
の
有
効
期
間
を
本
年
四
月
一
日
か
ら
五
年
間
と

す
る
ほ
か
、
現
行
法
の
失
効
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
等
を
設
け
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
和
対
策
審
議
会
答
申
の
精
神
と
本

法
案
と
の
関
係
、
現
行
事
業
の
見
直
し
基
準
、
公
益
法
人
に
よ
る
啓

発
活
動
と
国
の
責
務
と
の
関
係
、
地
域
改
善
対
策
協
議
会
委
員
の
人

選
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
吉
川

委
員
よ
り
、
同
和
行
政
の
適
正
化
実
現
の
た
め
の
制
度
的
保
障
の
確

立
と
国
の
補
助
率
の
引
き
上
げ
等
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　
本
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
内
閣
の
意
見

を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
山
下
総
務
庁
長
官
よ
り
、
政
府
と

し
て
は
遺
憾
な
が
ら
賛
成
し
か
ね
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
原
案
及
び
修
正
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ

ろ
、
別
に
発
言
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
吉
川
委
員
提
出
の
修
正
案

は
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
五
号
）

要
旨　

本
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
恩
給
年
額
を
増
額

す
る
と
と
も
に
、
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
及
び
傷
病
者
遺
族
特

別
年
金
に
つ
い
て
特
別
の
改
善
を
行
う
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
、
恩

給
受
給
者
に
対
す
る
処
遇
の
適
正
な
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
恩
給
年
額
の
増
額

　
　
昭
和
六
十
一
年
に
お
け
る
公
務
員
給
与
の
改
定
、
消
費
者
物
価



　
の
上
昇
そ
の
他
の
諸
事
情
を
総
合
勘
案
し
、
恩
給
の
年
額
を
、
昭

　
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
、
一
律
二
・
〇
％
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二
、
普
通
恩
給
等
の
最
低
保
障
額
の
増
額

　
　
普
通
恩
給
及
び
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
昭
和
六
十
二

　
年
四
月
分
か
ら
、
二
・
〇
％
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
　
さ
ら
に
、
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年

　
金
保
険
に
お
け
る
遺
族
年
金
の
最
低
保
障
額
と
の
均
衡
を
図
る
た

　
め
、
三
年
計
画
の
最
終
年
度
と
し
て
、
同
年
八
月
分
か
ら
長
期
在

　
職
者
の
場
合
六
十
二
万
七
千
二
百
円
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

　
短
期
在
職
者
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
た
引
き
上
げ
を
行
う
こ
と
。

三
、
寡
婦
加
算
の
増
額

　
　
普
通
扶
助
料
に
係
る
寡
婦
加
算
の
年
額
を
、
公
的
年
金
に
お
け

　
る
寡
婦
加
算
の
額
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
昭
和
六
十
二
年
八
月

　
分
か
ら
、
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
二
人
以
上
有
す
る
妻
に
あ
つ
て

　
は
二
十
一
万
九
千
五
百
円
に
、
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
一
人
有
す

　
る
妻
及
び
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
を
有
し
な
い
六
十
歳
以
上
の
妻
に

　
あ
つ
て
は
十
二
万
五
千
五
百
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

四
、
公
務
関
係
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
等
の
増
額

　
　
公
務
扶
助
料
、
増
加
非
公
死
扶
助
料
及
び
特
例
扶
助
料
の
最
低

　
保
障
額
を
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
、
二
・
〇
％
引
き
上
げ

　
る
こ
と
。

　
　
ま
た
、
公
務
関
係
扶
助
料
に
係
る
遺
族
加
算
の
年
額
を
、
寡
婦

　
加
算
の
増
額
措
置
に
準
じ
て
、
同
年
八
月
分
か
ら
、
十
万
四
百
円

　
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

五
、
傷
病
恩
給
の
基
本
年
額
の
増
額

　
　
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
及
び
特
例
傷
病
恩
給
の
基
本
年
額
を
、

　
昭
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
、
二
・
〇
％
引
き
上
げ
る
こ
と
。

六
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
基
本
年
額
等
の
増
額

　
　
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
基
本
年
額
を
、
昭
和
六
十
二
年
四
月

　
分
か
ら
、
二
・
〇
％
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
同
年
八
月
分
か
ら
、
普

　
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
と
の
均
衡
等
を
勘
案
し
て
引
き
上
げ
る

　
こ
と
。

　
　
ま
た
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
に
係
る
遺
族
加
算
の
年
額
を
、

　
同
年
八
月
分
か
ら
、
五
万
七
千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

七
、
扶
養
加
給
の
増
額

　
　
昭
和
六
十
一
年
に
お
け
る
公
務
員
の
扶
養
手
当
の
改
善
に
準
じ
、

　
昭
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
、
傷
病
恩
給
受
給
者
に
係
る
扶
養
加

　
給
の
年
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

八
、
恩
給
外
所
得
に
よ
る
普
通
恩
給
の
停
止
基
準
の
改
正

　
　
恩
給
外
所
得
に
よ
る
普
通
恩
給
の
一
部
停
止
に
関
す
る
基
準
に



　
つ
い
て
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
か
ら
、
そ
の
停
止
率
を
引
き
上
げ

　
る
こ
と
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
施
行
期
日
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果

を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
昭
和
六
十
一
年
に
お
け
る
公
務
員
給
与
の
改
定
、

消
費
者
物
価
の
上
昇
そ
の
他
の
諸
事
情
を
総
合
勘
案
し
、
恩
給
年
額

を
、
本
年
四
月
分
以
降
、
一
律
に
二
％
増
額
す
る
と
と
も
に
、
普
通

扶
助
料
の
最
低
保
障
額
及
び
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
を
特
別
に
改
善

す
る
こ
と
、
寡
婦
加
算
、
遺
族
加
算
及
び
傷
病
恩
給
に
係
る
扶
養
加

給
を
増
額
す
る
こ
と
、
恩
給
外
所
得
に
よ
る
普
通
恩
給
の
停
止
率
を

引
き
上
げ
る
こ
と
等
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
施
行
期
日
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
お
き
ま
し
て
は
、
増
額
改
定
の
あ
り
方
、
公
務
扶
助
料
の

改
善
、
最
低
保
障
額
と
生
活
保
護
基
準
と
の
関
連
等
の
ほ
か
、
戦
後

処
理
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
九
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
全
会

一
致
を
も
つ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額

の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
三
号
）

要
旨　

本
案
は
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
に
つ
い
て
、

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
及
び
国
民
年
金

法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
改
定
に
準
じ
、
改
定
の
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
年

　
の
消
費
者
物
価
指
数
に
対
す
る
昭
和
六
十
一
年
の
消
費
者
物
価
指



　
数
の
比
率
を
基
準
と
し
て
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
〇
・
六

　
%
増
額
改
定
す
る
こ
と
。

二
、
本
法
律
に
よ
り
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
改
定
措
置
が
講
じ
ら

　
れ
た
と
き
は
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
定
め
る
年
金
額

　
の
自
動
改
定
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

　
　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

　
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
よ
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
の
改
定
措
置
に
な
ら
い
、

退
職
共
済
年
金
等
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
に
つ
い
て
、

昭
和
六
十
年
の
消
費
者
物
価
指
数
に
対
す
る
昭
和
六
十
一
年
の
消
費

者
物
価
指
数
の
比
率
を
基
準
と
し
て
、
本
年
四
月
分
か
ら
そ
の
額
を

増
額
改
定
す
る
ほ
か
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
に
応
じ
た
年
金
改
定

の
あ
り
方
、
国
鉄
共
済
年
金
の
今
後
の
救
済
策
、
恩
給
改
定
と
の
関

係
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

よ
つ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




